
健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

１ 所管事務の調査（報告） 

 （１）4年制大学の教員公募等について 

資料１ 4年制大学の教員公募について

資料２ 高等教育の修学支援新制度について 

令和元年１１月１日 
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准教授 講師 助教

4 (3)

(人)

非看護系教員 3 (2) 1 (1) 0 0

計

看護系教員 9 (1) 7 (4) 11 (8) 8 (2) 35 (15)

教授

４年制大学の教員公募について

１．新たな４年制大学の教員公募に向けた整理

(2) 短大教員の４大への移行

新たな大学における教員配置

①カリキュラムは、本年７月２９日に開催した看護教育検討会議における外部有識者からの意見聴取の機会等

を通じて、外部教員が公募にあたりイメージづくりできる程度の熟度まで高めてきた。

②令和４年度から適用される新たな看護教育カリキュラムについて検討されていた厚生労働省の看護基礎教

育検討会議において、本年９月３０日に報告書が示された。今後は、報告書の内容や引き続き外部有識者や

学内意見等を取り入れながら、来年１０月の大学設置認可申請に向け、文部科学省と内容調整を行う等、さ

らに精度を高める。

(1) カリキュラムの作成

２．教員選考

(1) 大学設置準備委員会

(2) 選考から採用までの流れ

令和２年１０月に行う大学設置認可申請に向けて教員選考やカリキュラム、学則の制定などを行うため、

教育公務員特例法やその他関係法令の趣旨に沿って、大学における評議会に相当する組織として「大学設

置準備委員会」を設置し、この委員会において選考基準を定め、応募者の選考等を行う。

①教員公募開始(11月初旬～) ※第１次公募として看護系教授の公募を行う。

②大学設置基準における教授、准教授、講師、助教それぞれに求められる資

格を原則として、新たな大学のコンセプトや、人格、教育・研究への熱意、

地域貢献の意欲などを審査し選考する。

③カリキュラムの担当科目等を決定し、設置認可で申請する教員を内定する。

④内定した教員から本学に就任することの承諾書を得る。

⑤大学設置認可を申請する。

⑥文部科学省の大学設置審議会による教員審査が行われる。

⑦設置認可が下りる。

⑧教員を正式に採用する。

（※）短大の欠員状況等を踏まえ、４大開学前に採用することも有り得る。

① 移行見込み(学長除く。令和元年10月現在)

(ｱ)短大教員定員:29人、現員:25人(欠員:4人)

(ｲ)現行または現行以上の職位で移行可:18人 、現行職位で移行不可:3人 、短大残留その他:4人

※４大移行・短大残留の選択について、2人の教員が保留している。

②短大からの移行教員で埋まらない職位と担当科目部分について、外部から教員を公募する。

≪委員構成≫

① 新大学の学長予定者 ② 新大学の副学長予定者 ③ 新大学の学部長予定者

④ 看護短期大学事務局長 ⑤ 総務企画局都市政策部長 ⑥ 総務企画局行政改革マネジメント推進室長

⑦ 財政局財政部長 ⑧ 健康福祉局保健医療政策室長

●11月初旬 第1次公募

● 1月頃 第1次選考(以降、順次公募)
◎大学設置認可申請に必要な教授の確保を
最優先にするために看護系教授の公募を
先行し、その状況を把握・精査した上
で、順次その他職位や非看護系教員につ
いて段階的に公募する。※カッコ内は短大からの移行予定教員数

※開学時には短大に配置される予定だが、その後大学に移行する教員を含む。

※短大教員と外部公募の教員が受け持つ担当科目の組み合わせ等によっては教員数は増加する。

① 公募

② 選考

③ 内定

④ 承諾書

⑤ 大学設置認可申請

⑦ 設置認可

⑧ 採用(※)

⑥ 大学設置
審議会

３．公募における勤務条件

(1) 給料・諸手当

(2) 勤務時間

給料・諸手当については、現行の大学教育職給料表及び諸手当と同様とする。

※現行の大学教育職給料表は、旧国立大学の俸給表をもとに策定され、人事委員会勧告を反映してきた経過が

あるとともに、給料月額の水準は、他の看護系の公立大学における平均額と概ね同等である。

(1) 研究に対する支援

① 金額
（表１）に掲げる近隣の看護系の公立大学における平均や平成30年

度までの短大における実績などを勘案しながら、研究活動がより活発
化されるために必要な金額について検討する。

② 対象経費
研究活動において、（表２）に掲げる経費の必要性が想定される。

（表１）

（表２）

４．研究環境

４年制大学化にあたっては、①新たなカリキュラムに基づく地域と連携した講義・実習等への対応、②増

加する学生に対する講義時間外での丁寧な指導、③教員の研究活動の促進、④確実な服務管理といった観点

から、短大で取り入れている変則勤務をより柔軟かつ実効性あるものとするため、労働基準法の規定に基づ

く変形労働時間制の導入に向けた検討する。

講義・実習や研究等の予定に合わせ、勤務時

間パターンを組み合わせ、１週間の勤務時間合

計が平均して38時間45分を超えない範囲で、教

員ごとに勤務計画を作成する。

(2) その他の研究環境

研究環境を向上させるため、必要な論文を短時間で効率的に収集できるよう、医学や看護学などの専門的な
論文を豊富に扱い、webで情報配信する文献検索サービスの導入を検討する。

※旧研究交付金（平成30年度廃止）

変形労働時間制による勤務管理

～ マネジメント体制の検討 ～

教員数が増加する中、教員ごとに異なる勤務
状況の把握や多様化する業務の指導・助言の実
施に向け、管理職の位置づけを含めたマネジメ
ント体制について検討していく。

《 勤務計画における勤務時間パターンのイメージ 》

※ 柔軟に業務対応できるよう、１日の勤務時間につ

いて始業・終業時間や長さが異なるパターンを設定

～ 管理体制等 ～

(ｱ) 適正な執行管理
事務局で金銭出納や契約事務を担い、適正な管理を図る。
併せて、科学研究費に係る研究倫理教育や他大学における取組を参

考にしながら、学内研修等の実施や研究活動の状況・成果について
適宜公表するなどの取組について検討する。

(ｲ) 研究活動に対する評価
主に商業誌への論文掲載や学会発表など、客観的に評価できる業績

を指標として、一定期間内にこれらの業績がない場合には、支援金額
の調整を行う仕組みについて検討する。

１）学会に関する経費
２）出張旅費
３）図書の購入に関する経費
４）統計調査等に係る委託経費
５）消耗品・備品の購入に関する経費
６）研究協力謝礼金
７）その他研究活動に必要と学長が認め
　　る経費

対象経費（案）(想定)

職位
近隣の看護系
公立大学平均

看護短大
（※）

教授 約42万円 55万円

准教授 約38万円 45万円

講師 約36万円 40万円

助教 約34万円 30万円
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※別途休憩時間を付与
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※別途休憩時間を付与
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高等教育の修学支援新制度について 

１ 根拠 

「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年５月１７日公布)」 

２ 制度のポイント 

（１）住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生（一定の要件を満たす大学・短大等）を対象 

（２）「授業料及び入学金の減免制度の創設」と「日本学生支援機構の給付型奨学金の支給の拡充」

による修学支援 

（３）消費税率引上げによる財源を活用。令和２年４月１日から実施 

３ 看護短期大学学生への新制度の適用状況 

(1) 学費（年額） 

金額 
新制度適用後の金額 

第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 

入学金 169,200円 全額免除 112,800円 56,400円 

入学金（市内在住） 84,600円 全額免除 56,400円 28,200円 

授業料 390,000円 全額免除 260,000円 130,000円 

 (2) 日本学生支援機構の給付型奨学金（月額） 

 ア 住民税非課税世帯（第Ⅰ区分） 

通学区分 現行 改正後 

自宅 20,000円 29,200円 

自宅外 30,000円 66,700円 

イ 住民税非課税世帯に準じる者（第Ⅱ区分、第Ⅲ区分） 

 通学区分 現行 改正後（給付型） 

第Ⅱ区分 
自宅 

貸与型奨学金のみ対象 

※下記４（５）参照 

19,500円 

自宅外 44,500円 

第Ⅲ区分 
自宅 9,800円 

自宅外 22,300円 

４ 看護短期大学学生が活用可能な主な奨学金制度 

(1) 川崎市立看護短期大学奨学金(貸与)        36,000円(月額) 

(2) 神奈川県看護師等修学資金(貸与)         17,000円(月額) 

(3) 川崎市看護師等修学資金(貸与)          32,000円(月額) 

(4) 川崎市弘済会奨学金(給付)            20,000円(月額) 

(5) 日本学生支援機構奨学金 (貸与) 

【自  宅】20,000円・30,000円・45,000円(月額) 

【自宅外】20,000円・30,000円・40,000円・51,000円(月額) 等 
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